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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開閉枠に遊技盤を取り付けたパチンコ遊技機において、
　内レール及び外レールを遊技盤面の前方に配置し、
　前記内レール及び外レールによって囲まれた領域によって遊技領域を構成し、かつ前記
内レール及び外レールが並行する部分によって発射装置から発射された遊技球を遊技領域
の上部へ誘導する誘導レールを構成し、
　前記内レールには、その下端部を前記遊技盤の下端縁よりも下方に突出させて突出部を
形成し、
　前記遊技盤の下端縁と前記突出部とに囲まれた領域によって、前記遊技領域の下端部に
至った遊技球を遊技領域から排出するアウト口を形成したことを特徴とするパチンコ遊技
機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パチンコ遊技機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、パチンコ遊技機は、長方形状の遊技盤の表面に外レールと内レールとによりほぼ
円形状の遊技領域を形成し、遊技領域内に入賞口や表示装置などの各種遊技機器を配置し
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たものとなっている。また、パチンコ遊技機は、遊技場でのパチンコ遊技機の台交換の際
の便宜等のため、全体の高さ及び幅は製造者の相違にかかわらず、ほぼ一定となっている
。かかる現状においては、開閉扉枠等のパチンコ遊技機特有の構造からして、パチンコ遊
技機の遊技領域も、製造者の相違にかかわらず、直径３８０ｍｍ程度の円形に固定されて
いた。
【０００３】
そして、近年のパチンコ遊技機の遊技内容の複雑化に伴い、製造者側では、上記のように
直径３８０ｍｍ程度の円形となる限られた遊技領域内でいかにして遊技の興趣を高めつつ
各種遊技機器や釘等を配置するかが関心事となっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、限られた遊技領域内での各種遊技機器等の配置には自ずと限界があり、結
局のところ遊技者にとってはどのパチンコ遊技機をみても劇的な変化を感じることはなく
なってきており、実際の遊技でも遊技領域の遊技球の挙動よりも、表示内容に頼らざるを
得ない現状となってきている。
【０００５】
本発明は、以上の事情に鑑みてなされたものであり、遊技領域の大きさに関してこれまで
の固定観念を覆し、より興味深い遊技を実現することが可能となるパチンコ遊技機を提供
することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
以下、上記目的等を解決するのに適した各手段につき、必要に応じて作用効果等を付記し
つつ説明する。
【０００７】
１．外枠に対し前枠を開閉自在に取り付け、前枠の後側には遊技盤を取り付け、前枠の前
面側にはガラス扉枠を開閉自在に取り付けたパチンコ遊技機において、遊技領域へ遊技球
を導く誘導レールの少なくとも一部を遊技盤表面からはみ出して形成したことを特徴とす
るパチンコ遊技機。
【０００８】
手段１によれば、遊技領域へ遊技球を導く誘導レールの少なくとも一部が遊技盤表面から
はみ出すようにして形成されているので、従来のように遊技盤面に誘導レール全てを形成
した場合に比べ、遊技領域の拡大を図ることができる。
【０００９】
尚、遊技領域とは、パチンコ遊技機の正面から見て、レール（例えば内レール及び外レー
ル）によって囲まれる領域のうち、誘導レールの領域及びアウト口の領域を除いた領域で
ある。
【００１０】
２．外枠に対し前枠を開閉自在に取り付け、前枠の後側には遊技盤を取り付け、前枠の前
面側にはガラス扉枠を開閉自在に取り付けたパチンコ遊技機において、遊技領域へ遊技球
を導く誘導レールの少なくとも一部を遊技盤表面からはみ出して形成し、その誘導レール
を前枠に設けたことを特徴とするパチンコ遊技機。
【００１１】
手段２によれば、誘導レールの少なくとも一部が遊技盤表面からはみ出す程度に大きく形
成されていても、誘導レールを前枠に形成することにより遊技盤面に拘束されずに誘導レ
ールを設けることができるので、従来のように遊技盤面に誘導レール全てを形成した場合
に比べ、遊技領域の拡大を図ることができる。
【００１２】
かかる手段２においては、前枠を合成樹脂によって形成し、前枠の窓孔によって遊技領域
の外延を画定し、前記誘導レールを一体に形成する構成とすることが好ましい。このよう
に構成すれば、誘導レールも合成樹脂によって容易に一体形成でき、遊技領域の画定も容
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易になるばかりか、遊技盤自体に誘導レールを構成する内レールや外レール等を打ち付け
る必要がなくなる利点がある。また、これに付随して遊技盤のみの交換にも容易に対応で
きる利点がある。
【００１３】
３．外枠に対し前枠を開閉自在に取り付け、前枠の後側には遊技盤を取り付け、前枠の前
面側にはガラス扉枠を開閉自在に取り付けたパチンコ遊技機において、遊技球を導く誘導
レールの先端側からアウト口に至る領域を遊技領域とし、該遊技領域の少なくとも一部を
遊技盤表面からはみ出して形成したことを特徴とするパチンコ遊技機。
【００１４】
手段３によれば、遊技領域の一部が遊技盤面からはみ出すようにして形成されているので
、従来のように遊技盤面の大きさに左右されることなく、遊技領域を画定することが可能
となって、遊技領域の拡大を図ることができる。
【００１５】
４．遊技盤の前面側に所定の遊技領域を形成し、該遊技領域内に１又は複数の遊技機器を
有するパチンコ遊技機において、遊技領域を外れた箇所にアウト口を設けたことを特徴と
するパチンコ遊技機。
【００１６】
手段４によれば、アウト口を遊技領域から外れた箇所に設けたことにより、遊技領域がア
ウト口の分だけ狭くなるという従来の不都合を解消し、遊技領域を広く使用することが可
能となる。なお、かかる手段４と上記手段１乃至手段３のいずれかとを組み合わせて構成
することも可能である。
【００１７】
５．遊技盤の前面側に所定の遊技領域を形成し、該遊技領域内に１又は複数の遊技機器を
有するパチンコ遊技機において、遊技領域を略円形状に形成し、遊技領域の最下縁を含む
遊技領域外にアウト口を設けたことを特徴とするパチンコ遊技機。
【００１８】
手段５によれば、アウト口を略円形状の遊技領域から外れた下方位置に設けたことにより
、遊技領域がアウト口の分だけ狭くなるという従来の不都合を解消し、遊技領域を広く使
用することが可能となる。なお、かかる手段５と上記手段１乃至手段３のいずれかとを組
み合わせて構成することも可能である。
【００１９】
６．前枠に遊技盤を取り付け、遊技盤の前面側に所定の遊技領域を形成し、該遊技領域内
に１又は複数の遊技機器を有するパチンコ遊技機において、遊技領域を遊技盤の下端位置
まで延長し、遊技盤の下方にアウト口を設けて遊技領域の下部とアウト口とを連通させた
ことを特徴とするパチンコ遊技機。
【００２０】
手段６によれば、アウト口を遊技領域から外れた箇所に設けたことにより、遊技領域がア
ウト口の分だけ狭くなるという従来の不都合を解消し、遊技領域を広く使用することが可
能となる。また、アウト口は遊技盤にルータ加工を施すことなく形成できるので、パチン
コ遊技機の製造上の利点が大きい。なお、かかる手段６と上記手段１乃至手段３のいずれ
かとを組み合わせて構成することも可能である。
【００２１】
７．前枠に遊技盤を取り付け、遊技盤の前面側に所定の遊技領域を形成し、該遊技領域内
に１又は複数の遊技機器を有するパチンコ遊技機において、前記前枠が遊技盤の前面側に
遊技領域を画定する仕切を構成し、該仕切の下部が下方に開口されており、該開口をアウ
ト口に連通させたことを特徴とするパチンコ遊技機。
【００２２】
手段７によれば、アウト口を直接遊技盤にルータ加工を施して貫通孔を形成することで制
作するのではなく、遊技領域を画定する仕切の下部を下方に開口させてその開口をアウト
口に連通させる構成としているので、アウト口の設計上の自由度が高まり、遊技領域拡大
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の際に無理が生じにくくなる。なお、かかる手段７と上記手段１乃至手段３のいずれかと
を組み合わせて構成することも可能である。
【００２３】
８．前枠に遊技盤を取り付け、遊技盤の前面側に所定の遊技領域を形成し、該遊技領域内
に１又は複数の遊技機器を有するパチンコ遊技機において、前記前枠が遊技盤の前面側に
遊技領域を画定する仕切を有し、該仕切の下部が下方に開口されており、該開口を下方よ
り覆う被覆片によって囲まれた領域をアウト口としたことを特徴とするパチンコ遊技機。
【００２４】
手段８によれば、アウト口を直接遊技盤にルータ加工を施して貫通孔を形成することで制
作するのではなく、遊技領域を画定する仕切の下部を下方に開口させてその開口を下方よ
り被覆片で覆ってアウト口とする構成としているので、アウト口の設計上の自由度が高ま
り、遊技領域拡大の際に無理が生じにくくなる。なお、かかる手段８と上記手段１乃至手
段３のいずれかとを組み合わせて構成することも可能である。
【００２５】
９．前記被覆片は前記仕切と一体形成されたものであることを特徴とする手段８記載のパ
チンコ遊技機。
【００２６】
手段９によれば、仕切と被覆片とが一体形成されることから、これらを前枠の制作時に一
括して形成することができ、製造上の利点が高まる。
【００２７】
１０．前記被覆片の下面は手前側から奥側へ向けて傾斜しており、前記開口より落下する
遊技球を奥側へ案内することを特徴とする手段８又は９記載のパチンコ遊技機。
【００２８】
手段１０によれば、アウト口を構成する被覆片が上面で遊技球を受けた後、同遊技球を円
滑にアウト口から排出することができ、球詰まりを確実に防止することができる利点があ
る。
【００２９】
１１．遊技領域を遊技盤の下端位置まで延長し、遊技盤の下方にアウト口が配置されるよ
うに、前記開口が形成されていることを特徴とする手段７乃至１０のいずれかに記載のパ
チンコ遊技機。
【００３０】
手段１１によれば、遊技領域を遊技盤の下端位置まで延長することで遊技領域の拡大を図
ると同時に、アウト口は遊技盤面より下方に配置されることとなることからアウト口のた
めのルータ加工を遊技盤に施す必要がなくなる。
【００３１】
１２．外枠に対し前枠を開閉自在に取り付け、前枠の後側には遊技盤を取り付け、前枠の
前面側にはガラス扉枠を開閉自在に取り付けたパチンコ遊技機において、遊技盤の前面側
には遊技領域が形成されており、該遊技領域へ遊技球を誘導する誘導レールを外レール及
び内レールから構成し、更に、前記ガラス扉枠のうち縦の部分を、遊技機正面からみて前
記誘導レールに重複する程度に形成したことを特徴とするパチンコ遊技機。
【００３２】
手段１２によれば、誘導レールと重複する程度にまでガラス扉枠の縦の部分を配置するよ
うにしたことで、たとえ遊技領域が拡大されてもガラス扉枠の縦の部分を十分な太さに形
成することができ、非常に重いガラスを支持するに十分な強度をガラス扉枠に持たせるこ
とができる。また、誘導レールの側方部分は遊技球を遊技領域へ導くための案内に過ぎな
いので、たとえガラス扉枠と重複していても遊技に支障はない。なお、かかる手段１２と
上記手段１乃至手段１１のいずれかとを組み合わせて構成することも可能である。
【００３３】
１３．前記ガラス扉枠のうち縦の部分を、遊技機正面からみて前記誘導レールの内レール
に差し掛かる程度まで重複するように形成したことを特徴とする手段１２記載のパチンコ
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遊技機。
【００３４】
手段１３によれば、内レールにまで差し掛かる程度にガラス扉枠の縦の部分が重複するよ
うに構成することで、遊技領域拡大とガラス扉枠の強度確保という相反する目的を同時に
達成することができる。
【００３５】
１４．前記ガラス扉枠を合成樹脂により形成したことを特徴とする手段１２又は１３記載
のパチンコ遊技機。
【００３６】
手段１４によれば、ガラス扉枠を合成樹脂によって構成することで、ガラス扉枠の形状の
自由度が高まり、例えばガラス扉枠にランプ等の表示手段を設けたり、ガラス扉枠に上皿
を一体に設けるといった斬新な構成を採用することが可能となる。
【００３７】
１５．外枠に対し前枠を開閉自在に取り付け、前枠の後側には遊技盤を取り付け、前枠の
前面側にはガラス扉枠を開閉自在に取り付けたパチンコ遊技機において、遊技盤の前面側
には遊技領域が形成されており、前記ガラス扉枠に取り付けられるガラスは、遊技機正面
からみて前記遊技領域外延より内側に配置される部分が存在する程度に小さく形成されて
いることを特徴とするパチンコ遊技機。
【００３８】
手段１５によれば、ガラスの大きさを遊技領域外延より内側に配置される部分が存在する
程度に小さく形成することで、ガラス扉枠にかかる重量を低減することができる。また、
「ガラスが遊技領域外延より内側に配置される部分が存在する」構成に代え、「ガラスが
遊技領域へ遊技球を導く誘導レールの前面側を一部のみ被覆する」構成としてもよく、こ
の場合、誘導レールを見ることができなくても遊技の中心は遊技領域で行われることから
、実際の遊技には支障がない。なお、かかる手段１５と上記手段１乃至手段１４のいずれ
かとを組み合わせて構成することも可能である。
【００３９】
１６．外枠に対し前枠を開閉自在に取り付け、前枠の後側には遊技盤を取り付け、前枠の
前面側にはガラス扉枠を開閉自在に取り付けたパチンコ遊技機において、前記ガラス扉枠
に取り付けられるガラスは、発射された遊技球を遊技領域へ誘導する誘導レールの前面側
を一部のみ被覆し、被覆されていない箇所は別のカバー部材によって誘導レールからの遊
技球の脱落を防止したことを特徴とするパチンコ遊技機。
【００４０】
手段１６によれば、ガラスが誘導レールの全部を被覆するものではないことからガラスを
小さくすることができてその重量を低減でき、ガラス扉枠の強度上の問題、特に遊技領域
拡大により縦の部分が細くなることに伴う強度低下の問題を解消し得る。また、誘導レー
ルを通過する遊技球を遊技者が見ることができなくても遊技には支障がないが、上記のと
おり誘導レールの少なくとも一部にガラスが存在しないことでそこから遊技球が脱落する
おそれがある。しかし、本手段１６ではカバー部材が設けられているので、誘導レールか
らの遊技球の脱落を防止することができる。なお、かかる手段１６と上記手段１乃至手段
１４のいずれかとを組み合わせて構成することも可能である。
【００４１】
１７．前記カバー部材はガラス扉枠に設けられ、ガラス扉枠の閉鎖状態時において遊技球
の脱落防止機能を果たすことを特徴とする手段１６記載のパチンコ遊技機。
【００４２】
手段１７によれば、ガラス扉枠にカバー部材が設けられていることから、ガラス扉枠の開
放時にはカバー部材も追従するため、誘導レール手前側がカバー部材に邪魔されることな
く開放され、誘導レールの清掃等の邪魔にはならない。
【００４３】
１８．前記カバー部材は、ガラス扉枠に固定され且つガラス周縁を支持するガラス支持用
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枠部に付設されていることを特徴とする手段１７記載のパチンコ遊技機。
【００４４】
手段１８によれば、ガラス扉枠のガラス支持用枠部にカバー部材を付設することで、ガラ
ス支持用枠部の製作に付随してカバー部材を製作することができる。しかも、ガラスの周
縁部にカバー部材を容易に配置できる位置関係となるので、誘導レールのカバーに適して
いる。
【００４５】
１９．外枠に対し前枠を開閉自在に取り付け、前枠の後側には遊技盤を取り付け、前枠の
前面側にはガラス扉枠を開閉自在に取り付けたパチンコ遊技機において、前記ガラス扉枠
には遊技球を球発射装置へ導く前に一旦貯留される球受皿を一体に取り付けたことを特徴
とするパチンコ遊技機。
【００４６】
手段１９によれば、遊技領域拡大に伴ってガラス扉枠の強度が低下するおそれがあるが、
これと一体に球受皿を設けたことにより、かかる球受皿の部分によってガラス扉枠の下側
の強度を高めることができる。なお、従来のようにガラス扉枠と球受皿とを分離した構成
とした場合にはそれぞれの強度維持のために横方向に補強フレームを設ける必要等によっ
て遊技領域の拡大が困難である。以上により、遊技領域拡大を図りつつガラス扉枠に十分
な強度をもたせることができる利点がある。
【００４７】
２０．外枠に対し前枠を開閉自在に取り付け、前枠の後側には遊技盤を取り付け、前枠の
前面側にはガラス扉枠を開閉自在に取り付けたパチンコ遊技機において、遊技球を球発射
装置へ導く前に一旦貯留される球受皿を遊技機の前面下部に設け、該球受皿の球受面が遊
技機下端より２７０ｍｍ以下となる範囲に配置されるように構成したことを特徴とするパ
チンコ遊技機。
【００４８】
手段２０によれば、球受皿を、その球受面が遊技機下端より２７０ｍｍ以下となる位置に
配置したことから、従来のように球受面が下端より３００ｍｍ程度も高い位置に配置され
ていた場合に比べて遊技領域を拡大し易くなる利点がある。なお、かかる手段２０は、手
段１９と組合せることにより一層容易に達成することができる。
【００４９】
２１．前記球受皿の球受面が遊技機下端より２６０ｍｍ以下、２５０ｍｍ以下、２４０ｍ
ｍ、２３０ｍｍ、２２０ｍｍ、２１０ｍｍ又は２００ｍｍ以下となる範囲に配置されるよ
うに構成したことを特徴とする手段２０記載のパチンコ遊技機。手段２１によれば、球受
面の遊技機下端からの距離が以上のように小さくなる程、上記手段２０の効果が一層顕著
となる。なお、２００ｍｍ未満とする場合には前記球受皿の下方に別の球受皿（所謂下皿
）を設けることが困難となるため、所謂下皿を設ける場合には下限値は２００ｍｍとなる
。勿論、所謂下皿を省略して構成すれば２００ｍｍ以下の設定が可能である。
【００５０】
２２．外枠に対し前枠を開閉自在に取り付け、前枠の後側には遊技盤を取り付け、前枠の
前面側にはガラス扉枠を開閉自在に取り付けたパチンコ遊技機において、遊技球を球発射
装置へ導く前に一旦貯留される球受皿を遊技機の前面下部に設け、該球受皿に遊技球が払
い出される球払出通路を、前記遊技盤の下方に設けたことを特徴とするパチンコ遊技機。
【００５１】
手段２２によれば、遊技盤の下方に球払出通路を設けることで、遊技盤に球払出通路のた
めの貫通孔や切欠をルータ加工により形成する必要がなくなり、その加工の手間がなくな
るばかりか、遊技盤面の下部領域を遊技領域のために用いることが可能となって遊技領域
拡大に寄与する。
【００５２】
２３．前記球払出通路は、前枠に形成された第１通路と、ガラス扉枠に形成されて第１通
路から遊技球を球受皿へ導く第２通路とから構成したことを特徴とする手段２２記載のパ
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チンコ遊技機。
【００５３】
手段２３によれば、球払出通路を前枠側の第１通路とガラス扉枠側の第２通路とから構成
したことで、通路設計が容易になる。
【００５４】
２４．前記ガラス扉枠の下方位置には前記球受皿とは別に下球受皿を設け、前記ガラス扉
枠の開放時には第１通路と第２通路との連通状態が解除されて第１通路から前記下球受皿
へ遊技球が導かれるように構成したことを特徴とする手段２３記載のパチンコ遊技機。
【００５５】
手段２４によれば、ガラス扉枠を開放して第１通路と第２通路との連通状態が解除される
と球受皿に遊技球が払い出されることがないが、第１通路を流通する遊技球は当該第１通
路から直接下球受皿へ導かれるので、ガラス扉枠の開閉にかかわらず遊技球の払出が円滑
に行われる。従って、ガラス扉枠に球受皿を一体に設けたことによる払出球の取扱上の難
点を簡易な構成によって解消することができる。その結果、遊技領域を容易に拡大するこ
とができる。
【００５６】
２５．前記ガラス扉枠の下方位置には前記球受皿とは別に下球受皿を設け、前記第１通路
は下球受皿に連通する通路であり、第１通路にはガラス扉枠の閉鎖時に前記第２通路が入
り込むための開口を設けたことを特徴とする手段２３記載のパチンコ遊技機。
【００５７】
手段２５によれば、ガラス扉枠を開放した状態では遊技球は第１通路から直接下球受皿に
払い出される一方、ガラス扉枠を閉鎖した状態では遊技球は第１通路から第２通路を介し
て球受皿へ払い出される。従って、ガラス扉枠に球受皿を一体に設けたことによる払出球
の取扱上の難点を簡易な構成によって解消することができる。その結果、遊技領域を容易
に拡大することができる。
【００５８】
なお、以上の手段１９乃至手段２５の各手段を、手段１乃至手段１８のいずれかの手段と
組合せることで、遊技領域拡大に一層寄与することとなる。
【００５９】
２６．遊技領域の幅を少なくとも３８０ｍｍ以上としたことを特徴とする手段１乃至２５
のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
【００６０】
手段２６によれば、遊技領域の幅が従来のパチンコ遊技機よりも広い３８０ｍｍ以上とさ
れていることから、遊技領域に配置される遊技機器の設置上の自由度が高まるとともに比
較的大きな遊技機器や多数の遊技機器の配置も容易に行うことができる。
【００６１】
２７．前記幅を３９０ｍｍ以上、４００ｍｍ以上、４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上、４
３０ｍｍ以上、４４０ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上、４６０ｍｍ以上、又は４７０ｍｍ以上
としたことを特徴とする手段２６記載のパチンコ遊技機。手段２７によれば、最低値が大
きくなる程、手段２６の効果が一層顕著なものとなる。
【００６２】
２８．遊技領域の高さを少なくとも４００ｍｍ以上としたことを特徴とする手段１乃至２
７のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
【００６３】
手段２８によれば、遊技領域の高さが従来のパチンコ遊技機よりも広い４００ｍｍ以上と
されていることから、遊技領域に配置される遊技機器の設置上の自由度が高まるとともに
比較的大きな遊技機器や多数の遊技機器の配置も容易に行うことができる。
【００６４】
２９．前記高さを４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上、４３０ｍｍ以上、４４０ｍｍ以上、
４５０ｍｍ以上、４６０ｍｍ以上、４７０ｍｍ以上、４８０ｍｍ以上、又は４９０ｍｍ以
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上としたことを特徴とする手段２８記載のパチンコ遊技機。手段２９によれば、最低値が
大きくなる程、手段２８の効果が一層顕著なものとなる。
【００６５】
なお、前記手段２６，２７に特定される幅と手段２８，２９に特定される高さとを任意に
組合せてもよい。具体的には、幅３８０ｍｍ以上に対して、高さを４００ｍｍ以上、４１
０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上、４３０ｍｍ以上、４４０ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上、４６
０ｍｍ以上、４７０ｍｍ以上、４８０ｍｍ以上、又は４９０ｍｍ以上としてもよい。また
、幅３９０ｍｍ以上に対して、高さを４００ｍｍ以上、４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上
、４３０ｍｍ以上、４４０ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上、４６０ｍｍ以上、４７０ｍｍ以上
、４８０ｍｍ以上、又は４９０ｍｍ以上としてもよい。また、幅４００ｍｍ以上に対して
、高さを４００ｍｍ以上、４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上、４３０ｍｍ以上、４４０ｍ
ｍ以上、４５０ｍｍ以上、４６０ｍｍ以上、４７０ｍｍ以上、４８０ｍｍ以上、又は４９
０ｍｍ以上としてもよい。また、幅４１０ｍｍ以上に対して、高さを４００ｍｍ以上、４
１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上、４３０ｍｍ以上、４４０ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上、４
６０ｍｍ以上、４７０ｍｍ以上、４８０ｍｍ以上、又は４９０ｍｍ以上としてもよい。ま
た、幅４２０ｍｍ以上に対して、高さを４００ｍｍ以上、４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以
上、４３０ｍｍ以上、４４０ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上、４６０ｍｍ以上、４７０ｍｍ以
上、４８０ｍｍ以上、又は４９０ｍｍ以上としてもよい。また、幅４３０ｍｍ以上に対し
て、高さを４００ｍｍ以上、４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上、４３０ｍｍ以上、４４０
ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上、４６０ｍｍ以上、４７０ｍｍ以上、４８０ｍｍ以上、又は４
９０ｍｍ以上としてもよい。また、幅４４０ｍｍ以上に対して、高さを４００ｍｍ以上、
４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上、４３０ｍｍ以上、４４０ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上、
４６０ｍｍ以上、４７０ｍｍ以上、４８０ｍｍ以上、又は４９０ｍｍ以上としてもよい。
また、幅４５０ｍｍ以上に対して、高さを４００ｍｍ以上、４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ
以上、４３０ｍｍ以上、４４０ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上、４６０ｍｍ以上、４７０ｍｍ
以上、４８０ｍｍ以上、又は４９０ｍｍ以上としてもよい。また、幅４６０ｍｍ以上に対
して、高さを４００ｍｍ以上、４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上、４３０ｍｍ以上、４４
０ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上、４６０ｍｍ以上、４７０ｍｍ以上、４８０ｍｍ以上、又は
４９０ｍｍ以上としてもよい。また、幅４７０ｍｍ以上に対して、高さを４００ｍｍ以上
、４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上、４３０ｍｍ以上、４４０ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上
、４６０ｍｍ以上、４７０ｍｍ以上、４８０ｍｍ以上、又は４９０ｍｍ以上としてもよい
。
【００６６】
３０．遊技領域の幅及び高さを少なくとも４００ｍｍ以上としたことを特徴とする手段１
乃至２５のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
【００６７】
手段３０によれば、遊技領域の幅及び高さが従来のパチンコ遊技機よりも広い４００ｍｍ
以上とされていることから、遊技領域に配される遊技機器の設置上の自由度が高まるとと
もに比較的大きな遊技機器や多数の遊技機器の配置も容易に行うことができる。特に、幅
及び高さの両方について従来の固定観念を覆して広くしていることで、ダイナミックな遊
技形態を提供することが可能となる。
【００６８】
３１．前記幅及び高さを４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上、４３０ｍｍ以上、４４０ｍｍ
以上、４５０ｍｍ以上、４６０ｍｍ以上、４７０ｍｍ以上、４８０ｍｍ以上、４９０ｍｍ
以上としたことを特徴とする手段３０記載のパチンコ遊技機。手段３１によれば、幅及び
高さの最低値が大きくなる程、上記効果が一層顕著なものとなる。
【００６９】
３２．遊技領域を略円形状に形成し、遊技領域が直径を少なくとも３８０ｍｍ以上とする
所定の円形領域を含む大きさとしたことを特徴とする手段１乃至２５のいずれかに記載の
パチンコ遊技機。
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【００７０】
手段３２によれば、略円形状となる遊技領域を、直径３８０ｍｍ以上となる所定の円形領
域を含む、従来のパチンコ遊技機よりも広い領域とされていることから、遊技領域に配さ
れる遊技機器の設置上の自由度が高まるとともに比較的大きな遊技機器や多数の遊技機器
の配置も容易に行うことができる。特に、遊技領域を構成する略円形領域については上下
左右のすべての方向について従来の固定観念を覆して広くしていることで、ダイナミック
な遊技形態を提供することが可能となる。
【００７１】
３３．前記直径を３９０ｍｍ以上、４００ｍｍ以上、４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上、
４３０ｍｍ以上、４４０ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上、４６０ｍｍ以上、又は４７０ｍｍ以
上としたことを特徴とする手段３２記載のパチンコ遊技機。手段３３によれば、最低値が
大きくなる程、手段３２の効果が一層顕著なものとなる。
【００７２】
３４．前記遊技盤の表面積に対する遊技領域の面積の比率を６０パーセント以上としたこ
とを特徴とする手段１乃至３３のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
【００７３】
手段３４によれば、遊技盤との対比において遊技領域が６０パーセント以上という広い占
有面積を有することで、例えば遊技盤として既存のものを利用した場合であっても、十分
に大きな遊技領域を確保することができる。これによりダイナミックな遊技形態を提供す
ることが可能となる。ちなみに、従来は上記した比率はおよそ５０パーセント程度に過ぎ
ず、遊技盤面の有効利用は十分に図られておらず、遊技領域もその分小さくならざるをえ
なかった。
【００７４】
３５．前記遊技盤の表面積に対する遊技領域の面積の比率を６５パーセント以上、７０パ
ーセント以上、７５パーセント以上又は８０パーセント以上としたことを特徴とする手段
３４記載のパチンコ遊技機。手段３５によれば、比率の最低値が大きくなる程、手段３４
の効果が一層顕著なものとなる。
【００７５】
３６．前記遊技領域の一部は遊技盤面を越えて形成されており、遊技盤の表面積に対する
遊技領域の面積の比率を６０パーセント以上としたことを特徴とする手段１乃至３３のい
ずれかに記載のパチンコ遊技機。
【００７６】
手段３６によれば、遊技盤との対比において遊技領域が６０パーセント以上という広い占
有面積を有することで、例えば遊技盤として既存のものを利用した場合であっても、十分
に大きな遊技領域を確保することができる。これによりダイナミックな遊技形態を提供す
ることが可能となる。特に、遊技領域の十分な大きさを確保すべく遊技領域の一部が遊技
盤面を越えて形成されており、これにより上記した比率の実現に寄与することとなってい
る。ちなみに、従来は上記した比率はおよそ５０パーセント程度に過ぎず、遊技盤面の有
効利用は十分に図られておらず、遊技領域もその分小さくならざるをえなかった。
【００７７】
３７．前記遊技盤の表面積に対する遊技領域の面積の比率を６５パーセント以上、７０パ
ーセント以上、７５パーセント以上又は８０パーセント以上としたことを特徴とする手段
３６記載のパチンコ遊技機。手段３７によれば、比率の最低値が大きくなる程、手段３６
の効果が一層顕著なものとなる。
【００７８】
３８．パチンコ遊技機全体の正面側の面積に対する遊技領域の面積を３５パーセント以上
としたことを特徴とする手段１乃至３７のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
【００７９】
手段３８によれば、パチンコ遊技機全体の正面側の面積との対比において遊技領域の面積
の比率が３５パーセント以上という広い占有面積を有することで、例えば遊技盤として既
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存のものを利用した場合であっても、十分に大きな遊技領域を確保することができる。こ
れによりダイナミックな遊技形態を提供することが可能となる。ちなみに、従来は上記し
た比率はおよそ２８パーセント程度に過ぎず、遊技盤面の有効利用は十分に図られておら
ず、遊技領域もその分小さくならざるをえなかった。
【００８０】
３９．前記パチンコ遊技機の正面側の面積に対する遊技領域の面積を４０パーセント以上
、４５パーセント以上、又は５０パーセント以上としたことを特徴とする手段３８記載の
パチンコ遊技機。手段３９によれば、比率の最低値が大きくなる程、手段３８の効果が一
層顕著なものとなる。
【００８１】
４０．遊技領域の上端位置と外枠上端位置との高さ方向の距離を８０ｍｍ以下としたこと
を特徴とする手段１乃至３９のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
【００８２】
手段４０によれば、遊技領域の上端位置と外枠上端位置との間の距離を８０ｍｍ以下とし
ているので、遊技領域を十分に上部にまで広げることができる。これにより、遊技領域の
大きさを従来よりも大きくした場合において、天釘位置を従来の位置よりも上方に配置す
ることができ、結果としてその下方に設けられる可変表示装置等の遊技機器を遊技者に違
和感のないように配置することが可能となる。また、遊技領域を拡大した場合に上記のよ
うに遊技領域の上端位置と外枠上端位置との高さ方向の距離を８０ｍｍ以下と比較的小さ
く設定することによって、遊技領域が異常に下方に配置されることを防止できる。
【００８３】
４１．前記距離を７０ｍｍ以下、６０ｍｍ以下、又は５０ｍｍ以下としたことを特徴とす
る手段４０記載のパチンコ遊技機。手段４１によれば、距離の最低値が小さくなる程、前
記手段４０の効果が一層顕著なものとなる。
【００８４】
４２．遊技領域の左端位置と外枠左端位置との幅方向の距離を５０ｍｍ以下としたことを
特徴とする手段１乃至４１のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
【００８５】
手段４２によれば、遊技領域の左端位置と外枠左端位置との間の距離を５０ｍｍ以下とし
ているので、遊技領域を十分に上部にまで広げることができる。
【００８６】
４３．前記距離を４０ｍｍ以下、３０ｍｍ以下、又は２０ｍｍ以下としたことを特徴とす
る手段４２記載のパチンコ遊技機。手段４３によれば、距離の最低値が小さくなる程、前
記手段４２の効果が一層顕著なものとなる。なお、誘導レールを遊技領域の左側に配置す
る場合には、誘導レールの配置設計上、前記距離は３０ｍｍが最低値となり、従って例え
ば４０ｍｍ以下で３０ｍｍ以上の範囲となったり、手段４２の場合にあっては、５０ｍｍ
以下で３０ｍｍ以上の範囲となる。
【００８７】
４４．遊技領域の右端位置と外枠右端位置との幅方向の距離を５０ｍｍ以下としたことを
特徴とするパチンコ遊技機。
【００８８】
手段４４によれば、遊技領域の右端位置と外枠右端位置との間の距離を５０ｍｍ以下とし
ているので、遊技領域を十分に上部にまで広げることができる。
【００８９】
なお、前記手段２６，２８，３０，３２，３４，３６，３８，４０，４２又は４４に関し
ては、いずれも他の手段の従属形式としているが、それらを独立の手段とし、「外枠に対
し前枠を開閉自在に取り付け、前枠の後側には遊技盤を取り付け、前枠の前面側にはガラ
ス扉枠を開閉自在に取り付けたパチンコ遊技機において、」という前提要件、又は「外枠
に対し前枠を開閉自在に取り付け、前枠の後側には遊技盤を取り付け、該遊技盤の前面側
に遊技領域を設けたパチンコ遊技機において、」という前提要件を加えて各手段を捉えて
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もよい。
【００９０】
４５．前記距離を４０ｍｍ以下、３０ｍｍ以下、又は２０ｍｍ以下としたことを特徴とす
る手段４４記載のパチンコ遊技機。手段４５によれば、距離の最低値が小さくなる程、前
記手段４４の効果が一層顕著なものとなる。なお、誘導レールを遊技領域の右側に配置す
る場合には、誘導レールの配置設計上、前記距離は３０ｍｍが最低値となり、従って例え
ば４０ｍｍ以下で３０ｍｍ以上の範囲となったり、手段４４の場合にあっては、５０ｍｍ
以下で３０ｍｍ以上の範囲となる。
【００９１】
４６．前記遊技領域は、外枠の内周側範囲内に遊技領域全体が誘導レールとともに入り込
み得る大きさを限界値としたことを特徴とする手段１乃至４５のいずれかに記載のパチン
コ遊技機。
【００９２】
手段４６によれば、外枠によってパチンコ遊技機の外形の大きさが画定される。従って、
以上の各手段において説明した数値の上限に関しては、前記遊技領域の幅の最大値は外枠
の内側幅から誘導レール占有分を差し引いた幅以内とすることを要し、また、前記遊技領
域の高さの最大値は外枠の内側高さ以内とすることを要し、さらに、前記遊技領域の半径
の最大値は外枠の内側幅又は内側高さのうち短い方の長さ以内とすることを要する。即ち
、遊技領域の大きさを特定する場合、その限界として外枠の内周側範囲内に遊技領域及び
誘導レールが入り込み得る大きさとなっている必要がある。なお、人間工学的見地からは
、以上の各手段において説明した数値の上限に関しては、遊技領域の幅の最大値は、７０
０ｍｍ以内が望ましく、６５０ｍｍ以内がより望ましく、６００ｍｍ以内がさらに望まし
い。また、５５０ｍｍ以下でもよい。さらに、遊技領域の高さは６５０ｍｍ以内が望まし
く、６００ｍｍ以内がより望ましい。また、５５０ｍｍ以内としてもよい。
【００９３】
４７．前記前枠は合成樹脂により一体形成されており、該前枠に直接遊技盤が取り付けら
れていることを特徴とする手段４６記載のパチンコ遊技機。
【００９４】
手段４７によれば、従来一般に木製であった前枠を合成樹脂によって構成したことで、前
枠の形状の自由度が増し、中枠を利用することなく直接前枠に遊技機を取り付けることが
できる。
【００９５】
４８．前記前枠には窓孔が形成され、該窓孔によって遊技盤の露出された領域の全部又は
一部を遊技領域としたことを特徴とする手段４６又は４７記載のパチンコ遊技機。
【００９６】
手段４８によれば、例えば従来のように遊技盤面に内外の誘導レールをプレスして遊技領
域を構成する必要がなくなり、遊技盤だけを交換するということも容易に実現でき、枠側
の構成の再利用が促進される。特に、手段４７のように前枠を合成樹脂とすることで、形
状の自由度の高さによって、手段４８の実現が容易になる利点がある。
【００９７】
４９．前記前枠を閉状態に維持するロック機構を内蔵し、かつ、ロック解除のための解除
キーを遊技領域の最大幅となる位置を避けて配置したことを特徴とする手段１乃至４８の
いずれかに記載のパチンコ遊技機。
【００９８】
手段４９によれば、ロック機構や、解除キーをパチンコ遊技機に配置する際に、解除キー
を遊技領域の最大幅となる位置を避けて配置したので、解除キーの存在により遊技領域の
拡大が阻害されることを防止することができる。
【００９９】
５０．前記前枠より前側にて開閉自在に取り付けられたガラス扉枠を閉状態に維持するロ
ック機構を内蔵し、ロック解除のための解除キーを前記前枠のための解除キーと兼用した
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ことを特徴とする手段４９記載のパチンコ遊技機。
【０１００】
手段５０によれば、前枠用の解除キーとガラス扉枠用の解除キーとが兼用されているので
、両機能を兼ねた解除キーを遊技領域の最大幅となる位置を避けて配置することで、容易
に遊技領域の拡大を促進することができる。
【０１０１】
５１．前記解除キーを前枠（又はガラス扉枠）の略上角部又は略下角部に配置したことを
特徴とする手段４９又は５０記載のパチンコ遊技機。
【０１０２】
手段５１によれば、遊技領域が例えば略円形といった一般的な形状をなしている場合にお
いては、ガラス扉枠等の略上角部及び略下角部には比較的余裕があるため、ここに解除キ
ーを配置することで、解除キーを無理なく配置しつつ遊技領域を拡大することができる。
なお、この場合、略上角部には遊技の興趣を高めたり所定の報知を行うためのランプ等が
配置されることが多いこと、及び解除キーを上部に配置することは外観上好ましくないこ
と等を考慮すると、略下角部に解除キーを配置することが最も好ましい。
【０１０３】
５２．遊技領域内に有する遊技機器の一つとして可変表示装置を設けたことを特徴とする
手段１乃至５１のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
【０１０４】
手段５２によれば、可変表示装置を設けることで、遊技球の挙動のみに頼った遊技となら
ず表示の変化も楽しませることができるため、遊技に変化を与えることができる。
【０１０５】
５３．前記可変表示装置は遊技領域の中間位置に配置され、遊技領域には可変表示装置の
全周囲に遊技球が通過し得る領域が残されていることを特徴とする手段５２記載のパチン
コ遊技機。
【０１０６】
手段５３によれば、遊技領域拡大によって、比較的大きな可変表示装置を遊技領域の中間
位置に配置した場合においても、その可変表示装置によって遊技球の通過領域がなくなっ
てしまうことがなく、無理に可変表示装置の上部から下部へ導く通路を当該可変表示装置
に設ける必要がなくなる。
【０１０７】
５４．前記遊技領域内における可変表示装置の左右両側又は左右一方は、遊技球の移動経
路（落下経路）が一義的に規制されることなく所定の遊びをもって通過可能な幅を有する
ことを特徴とする手段５３記載のパチンコ遊技機。
【０１０８】
手段５４によれば、遊技領域拡大によって、比較的大きな可変表示装置を遊技領域の中間
位置に配置した場合においても、その可変表示装置の側方での遊技球の移動（落下）に関
して自由な挙動が発生し、遊技球を用いたパチンコ遊技機の本来の面白みをなくしてしま
うおそれがない。また、無理に可変表示装置の上部から下部へ導く通路を当該可変表示装
置に設ける必要もなくなる。
【０１０９】
５５．前記遊技領域内における可変表示装置の左右両側又は左右一方には、１又は複数の
役物（入賞口や通過口や風車や可動部材や表示装置等）が配置されている手段５２乃至５
４のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
【０１１０】
手段５５によれば、遊技領域拡大によって、比較的大きな可変表示装置が配置されていて
も、可変表示装置の側方に役物を配置することができ、大画面を用いたダイナミックな表
示演出を実現しつつ、遊技球の挙動についても可変表示装置の下方での挙動の制限されず
全体として大きな変化を与えることができる。
【０１１１】
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５６．前記遊技領域内における可変表示装置の左右両側又は左右一方には、１又は複数の
役物（例えば入賞口や通過口や役物風車や可動部材や表示装置等）及び遊技球を誘導する
誘導部材（三角釘や誘導釘や誘導通路や誘導風車等）がそれぞれ配置されている手段５２
乃至５４のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
【０１１２】
手段５６によれば、遊技領域拡大によって、比較的大きな可変表示装置が配置されていて
も、可変表示装置の側方に役物及び誘導部材を配置することができ、大画面を用いたダイ
ナミックな表示演出を実現しつつ、遊技球の挙動についても可変表示装置の下方での挙動
の制限されず全体として大きな変化を与えることができる。
【０１１３】
５７．前記誘導部材は一側方につき複数設けられている手段５６記載のパチンコ遊技機。
【０１１４】
５８．前記誘導部材は、釘を複数配置することで形成され、かつ、それら釘が正面三角形
状に配置構成されているものからなっている手段５７記載のパチンコ遊技機。なお、ここ
でいう釘は、金属製のものに限られず例えば樹脂よりなっていてもよい。
【０１１５】
５９．前記役物は一側方につき複数設けられている手段５５又は５６記載のパチンコ遊技
機。
【０１１６】
かかる手段５９によれば、遊技領域拡大によって、比較的大きな可変表示装置が配置され
ていても、可変表示装置の側方に複数の役物を配置することができ、大画面を用いたダイ
ナミックな表示演出を実現しつつ遊技球の挙動にも大きな変化を与えることができる。な
お、複数の役物は単一の取付基板に設けられていてもよい。
【０１１７】
６０．前記可変表示装置は８インチ以上又はより好ましくは１０インチ以上の表示画面を
有することを特徴とする手段５２乃至５９のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
【０１１８】
手段６０によれば、遊技球の挙動を十分に確保するには従来の遊技領域の大きさではせい
ぜい７インチ画面の可変表示装置が限界であって、それ以上の大きさの可変表示装置を用
いた場合には遊技球の挙動が非常に限られたものとなっていたため殆ど採用されていなか
ったが、遊技領域拡大に伴って８インチ以上の画面を有するものであれば余裕をもって遊
技球の挙動に変化を与えるゲージ構成を実現でき、１０インチ以上の画面であっても十分
に対応できる利点がある。
【０１１９】
【発明の実施の形態】
以下、パチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）の一実施の形態を、図面に基
づいて詳細に説明する。
【０１２０】
図１，２に示すように、パチンコ機１は、外枠２と、該外枠２の前部に設けられ外枠２の
一側部にて開閉可能に支持された前面枠３とを備えている。外枠２は、板材により全体と
して矩形状に構成されている。尚、本実施の形態では、外枠２は木製である。本実施の形
態において、外枠２の上下方向の長さは８０８ｍｍ、左右方向の長さは５２０ｍｍとなっ
ている（従来と同等サイズ）。前枠としての前面枠３は合成樹脂、具体的にはポリカーボ
ネート樹脂により構成されている。尚、外枠２は、パチンコ機１のベースとなる枠であり
、前面枠３は、外枠２に対し、開閉可能に設けられたものである。また、前面枠３の開閉
中心軸線はパチンコ機１の正面からみて左側に上下に延びるように設定されている。外枠
２は樹脂により構成されていてもよく、あたかも外枠２及び前面枠３が一体のように見え
るものでもよい。また、その前面枠３の前面側には、ガラス扉枠４が開閉自在に設けられ
ている。ガラス扉枠４の左右方向の長さは、前面枠３とほぼ同等であり、該ガラス扉枠４
によって前面枠３の下部を除くほとんどの部分が覆われるようになっている。
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【０１２１】
前記前面枠３の後側（ガラス扉枠４の奥、外枠２の内側）には、図３に示すような遊技盤
５が着脱可能に装着されている。この遊技盤５の上下方向の長さは４７６ｍｍ、左右方向
の長さは４５１ｍｍとなっている（従来と同等サイズ）。遊技盤５は、矩形状のベニヤよ
りなる板材に対し、セル板と称されるＣＡＢ（セルロース－アセテート－ブチレート樹脂
）樹脂製装飾プレートが貼着されることにより構成されている。なお、遊技盤５は合成樹
脂によって構成されていてもよい。また、遊技盤５には、ルータ加工が施されることによ
って複数の開口部が形成されており、各開口部には、普通入賞チャッカー６、可変入賞装
置７、作動チャッカー８、可変表示装置９、スルーチャッカー１０等が配設されている。
本実施の形態において、可変表示装置９は、１０．４インチサイズの大型の液晶表示部と
、液晶表示部の周囲に配設されたセンターフレームと、液晶表示部における表示制御を実
行するための表示制御基板とを備えている。
【０１２２】
可変表示装置９の液晶表示部には、例えば左図柄列、中図柄列及び右図柄列の３つの表示
列が表示される。各図柄列は複数の図柄によって構成されており、これら図柄が各図柄列
毎にスクロールされるように表示画面に可変表示されるようになっている。即ち、可変表
示装置９は識別情報を可変表示するように構成されている。また、可変入賞装置７は、通
常、遊技球Ｂが入賞できない状態又は入賞し難い状態になっている。より詳しくは、作動
チャッカー８に対し遊技球Ｂが入賞することに基づいて、可変表示装置９の液晶表示部の
図柄が可変表示される。そして、確定された識別情報の組合せが予め設定した特定の識別
情報の組合せとなったこと、ここでは停止した図柄が特定の組み合わせであることを必要
条件に特別遊技状態が発生し、可変入賞装置７の大入賞口が所定の開放状態となり（具体
的には所定時間、所定回数だけ開く）、遊技球Ｂが入賞しやすい状態（大当たり状態）に
なるよう構成されている。なお、周知のとおり、前記一般入賞口６、可変入賞装置７、作
動口８に遊技球Ｂが入賞することに基づいて、後述する上受皿５４（場合によっては下受
皿５３）に対し所定数の景品球が払い出されるようになっている。また、遊技盤５には、
遊技球Ｂの落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されているとともに、
風車等の各種部材（役物）が配設されている。前記釘等によって誘導部材が構成される。
【０１２３】
図２に示すように、前記前面枠３は、外形が前記外枠２とほぼ同一形状をなす樹脂ベース
１１と、この樹脂ベース１１の最内周側に位置し略円弧状をなすよう一体形成された内レ
ール１２と、主として図の左側の内レール１２に対し所定間隔を隔てて前記樹脂ベース１
１に一体形成された外レール１３とを備えている。これら内レール１２及び外レール１３
は遊技球発射ハンドル５２の回動操作に基づき発射装置から発射された遊技球を遊技盤５
上部へ案内する発射路としての役割を主として果たすものである。従って、内レール１２
と外レール１３とが並行する部分（向かって左側の部分）によって、誘導レールが構成さ
れることとなる。なお、前記樹脂ベース１１は、遊技盤５面と略平行な平面部としての板
状部１４と、板状部１４を補強するべく板状部１４の裏側（表側でもよい）に一体形成さ
れた格子状のリブ１５とを備えている（図４参照）。このような構成は図２のＦ部分も同
様である。従って、かかる前面枠３の樹脂ベース１１の裏面側に広い面積で前記遊技盤５
がほぼ当接した状態で取着されていること、及び、その樹脂ベース１１がリブ１５で補強
されていることから、遊技盤５は比較的広い面積で前面枠３にしっかりと支持されること
となり、結果的に反り等が発生しにくく、形状安定性が保持されやすいものとなっている
。
【０１２４】
前記内レール１２の下端部は略Ｕ字状に突出しており、その突出部分は奥行き方向に開口
している。この突出部分及びその近傍には、緩衝部材としての球受け部材１７が取着され
ている。より詳しく説明すると、図５，６に示すように、球受け部材１７は柔軟性及び弾
性を有する合成樹脂、例えばポリエチレン樹脂によって構成され、略Ｕ字状に形成された
導出部１８とその両側に延びる案内部１９とを有している。一方、前記内レール１２の前
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記突出部分及びその近傍には、係合部としての複数の（例えば５個の）係止孔２１が所定
間隔毎に形成されている。また、これら係止孔２１に対応するようにして前記球受け部材
１７の下部には正面略逆Ｔ字状の係止突起２２が一体形成されている。球受け部材１７は
手前から差し込まれるが、係止突起２２は係止孔２１よりも若干大きめに形成されており
、係止孔２１に係止突起２２が自身の弾性力に抗して嵌め込まれることにより弾性保持さ
れるとともに、前記係止孔２１及び係止突起２２の係合関係によって位置ずれが防止され
ている。以上のように球受け部材１７の取付に際して、ビス等の別部材が不要であること
から、部品点数や組立工数の低減は勿論、交換作業等も容易になる。
【０１２５】
球受け部材１７の両案内部１９は、内レール１２に則した円弧状をなし、その下面には複
数のリブ２３が所定間隔毎に形成されている。これらリブ２３の存在によって、案内部１
９が補強されるのはもちろんのこと、内レール１２及び案内部１９間に若干の隙間が形成
され、案内部１９には自身の弾性力によるクッション性を大きく上回るクッション性が付
与されることとなる。そのため、遊技球Ｂが案内部１９に当たった場合でも、そのクッシ
ョン性によって衝撃力が吸収されることとなり、結果として内レール１２、ひいては前面
枠３の損傷を極力防止することができる。なお、内レール１２の下部領域に球受け部材１
７を設けた理由は、かかる部分に遊技球Ｂが高速で衝突する可能性があることから、その
衝撃を緩和して当該部分の損傷を防止するためであって、これにより前面枠３の破損を防
止し、パチンコ機１の長寿命化は勿論のこと、遊技盤５交換だけによる前面枠３の再利用
をも可能とすることにある。
【０１２６】
また、導出部１８は、内レール１２の前記突出部分に対応して配設されており、前記内レ
ール１２によって形成される円弧形状よりも下方に突出した状態で配置される。そして、
遊技盤５の下部に落下した遊技球Ｂの多くは、案内部１９から導出部１８の方へと案内さ
れ、この導出部１８を通って図示しない球排出路の方へと案内されるようになっている。
なお、導出部１８にも複数の補強用或いは遊技球Ｂの緩衝用のリブ２４が一体形成されて
いる。
【０１２７】
前記遊技盤５と、導出部１８によって形成された開口部分と、さらにはガラス扉枠４の下
部フレームとによっていわゆるアウト口２５が形成されている。従って、遊技盤にルータ
加工を施すことによりアウト口を形成するようにしていた従来技術とは異なり、本実施の
形態では、アウト口２５を形成するために遊技盤５に切削加工を施す必要がない。また、
アウト口２５は、ガラス扉枠４の下部フレームによって覆われ、通常遊技中は視認するこ
とが困難な位置に設けられることとなる。従って、アウト口２５は、落下方向に開口され
ており、あたかも吸い込まれるかのように導出される。なお、突出部分及び導出部１８の
下面は手前側から奥側へ向けて傾斜しており、落下する遊技球Ｂを奥側へ案内するように
なっている。これにより、球詰まりを確実に防止することができるようになっている。ま
た、球受け部材１７の前部は折り返し形状となっており、この折り返しの存在によって、
ピン、針金等の先細り部材を用いた不正行為が抑制されるようになっている。また、前記
玉受け部材１７は、導出部１８がガラス扉枠４の下部フレームに、それ以外の部分がガラ
ス扉枠４に取り付けられるガラスに、押さえられ又はそれらが近接して配置されることか
ら、上記のように単に球受け部材１７を手前側から嵌め込んだだけであるにもかかわらず
、当該球受け部材１７の抜け落ちが防止される。
【０１２８】
一方、外レール１３のうち、遊技球Ｂの最大飛翔部分に対応する位置（図２の右上部：こ
こが外レール１３の先端部に相当する）には、返しゴム２６が取着されている。従って、
所定以上の勢いで発射された遊技球Ｂは、返しゴム２６に当たって跳ね返されるようにな
っている。また、前記外レール１３の内側面には、遊技球Ｂの飛翔をより滑らかなものと
するため、長尺状をなすステンレス製の金属帯としての摺動プレート２７が取着されてい
る。すなわち、外レール１３の基端部近傍（遊技球Ｂ発射部分近傍）には、端部係止溝２
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８が形成されている。また、外レール１３には、図７（ａ），（ｂ）に示すように、その
長手方向に沿って複数の係止突起３１及び支持突起３２が、外レール１３の延びる方向、
即ち周方向にみて、互いに重複することのないように、所定間隔を隔てて交互に形成され
ている。そして、摺動プレート２７の基端部は前記端部係止溝２８に嵌め込まれ、摺動プ
レート２７の中間部分は、外レール１３の内側面にほぼ当接するようにして支持突起３２
にて形成された溝部に嵌め込まれ、かつ、係止突起３１にて係止されている。さらに、図
２に示すように、摺動プレート２７の先端部は、前記返しゴム２６が外レール１３に取着
されるのに伴って、併せて固定されている。なお、上記例では係止突起３１及び支持突起
３２を周方向にみて互いに重複することのないように形成する構成となっているが、これ
は前面枠３の成形に際し型抜きを円滑に行うためにこのような構成となっているだけであ
って、型抜きの問題が解消できれば、周方向にみて互いに重複していてもよい。また、係
止突起３１及び支持突起３２を交互に配置したことで摺動プレート２７を効果的に位置決
めできるようにしたが、必ずしも交互に設ける必要はない。尚、前記係止突起３１や支持
突起３２による取付に代えて、またはこれに加えて、摺動プレートを接着テープや接着剤
等を用いて取着するようにしてもよい。また、摺動プレート２７の幅方向ほぼ中央部のみ
を遊技球Ｂが通るとするならば、その両側部に係止機構を設けてもよい。例えば、摺動プ
レートの幅方向両側に係止爪をプレス加工し、該係止爪を外レール１３に形成された係止
穴に係止させることによって、摺動プレート１７を取着する構成としてもよい。
【０１２９】
このような構成の下、前面枠３の内周側の窓孔によって主として遊技領域の外延が確定さ
れており、前面枠３に対し遊技盤５が装着された状態にあっては、内レール１２及び外レ
ール１３が遊技盤３に当接又は近接した状態となる。このため、あたかも従来と同様の（
遊技盤に対し内レール及び外レールが取付けられたかのような）外観態様を呈することと
なる。また、これにより、遊技盤５が別のものに交換されたとしても、内レール１２及び
外レール１３等を含む前面枠３全体に関しては共用できるため、無駄な廃棄を防止でき、
リサイクル性に優れたものとなる。同様に、摺動プレート２７を前記係止突起３１及び支
持突起３２等に引っかけているだけであるため、摺動プレート２７の取り外しや交換も容
易であり、材質毎の分別廃棄が可能である。そして、遊技球発射装置により発射された遊
技球Ｂは、主として外レール１３（摺動プレート２７）によって遊技盤５の上部へと案内
される。なお、内レール１２の先端部分には、戻り球防止部材３４が取着されている。こ
れにより、一旦、内レール１２の先端から遊技盤５の上部へと案内された遊技球Ｂが再度
内レール１２及び外レール１３間の発射通路内に戻ってしまうといった事態が防止される
ようになっている。
【０１３０】
次に、主要な特徴部分について説明する。すなわち、本実施の形態では、遊技盤５の盤面
上に区画される遊技領域が従来よりもはるかに大きく構成されている。本実施の形態では
、外レール１３の最上部地点からアウト口２５上部（遊技盤５下部）までの間の距離は４
６２ｍｍ（従来品よりも７５ｍｍ長い）、外レール１３の極左位置から内レール１２の極
右位置までの間の距離は４４９ｍｍ（従来品よりも６５ｍｍ長い）となっている。また、
内レール１２の極左位置から内レール１２の極右位置までの間の距離は４３２ｍｍとなっ
ている。
【０１３１】
本実施の形態では、遊技領域を、パチンコ機１の正面から見て、内レール１２及び外レー
ル１３によって囲まれる領域のうち、内外レール１２，１３の並行部分である誘導レール
の領域及びアウト口２５の領域を除いた領域としている。なお、アウト口２５については
、従来のように略円弧状の内レール１２の内周側領域に差し掛かるように構成されたもの
にあっては、その差し掛かった部分を含めて遊技領域とする。従って、本実施の形態では
、遊技領域と言った場合には、誘導レール部分は含まないため、遊技領域の向かって左側
限界位置は外レール１３によってではなく内レール１２によって特定される。同様に、遊
技領域の向かって右側限界位置は内レール１２によって特定される。また、遊技領域の下
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側限界位置はアウト口２５の直上位置（本実施の形態では遊技盤５の下端位置と同一位置
）によって特定される。また、遊技領域の上側限界位置は外レール１３によって特定され
る。
【０１３２】
従って、本実施の形態では、遊技領域の幅（左右方向の最大幅）は、４３２ｍｍであり、
遊技領域の高さ（上下方向の最大幅）は、４６２ｍｍである。
【０１３３】
ここで、前記遊技領域の幅は、少なくとも３８０ｍｍ以上あることが望ましい。より好ま
しくは３９０ｍｍ以上、４００ｍｍ以上、４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上、４３０ｍｍ
以上、４４０ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上、さらに４６０ｍｍ以上であることが望ましい。
もちろん、４７０ｍｍ以上であってもよい。即ち、遊技領域の幅は、遊技領域拡大という
観点からは大きい程好ましい。また、遊技領域の高さは、少なくとも４００ｍｍ以上ある
ことが望ましい。より好ましくは４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上、４３０ｍｍ以上、４
４０ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上、さらには４６０ｍｍ以上であることがより望ましい。も
ちろん、４７０ｍｍ以上、４８０ｍｍ以上、４９０ｍｍ以上としてもよい。即ち、遊技領
域の幅は、遊技領域拡大という観点からは大きい程好ましい。なお、上記幅及び高さの組
合せについては、上記数値を任意に組み合わせたものとしてもよい。
【０１３４】
本実施の形態では、遊技盤５面に対する遊技領域の面積の比率は約７３％と、従来に比べ
格段に面積比が大きいものとなっている。なお、遊技盤５面に対する遊技領域の面積比は
、従来では５０％程度に過ぎなかったことから、遊技盤５を共通とした前提においてはか
なり遊技領域を拡大しているといえる。尚、パチンコ機１の外形は各製造者毎にほぼ共通
しており遊技盤５の大きさも同様とせざるを得ない状況下において、上記のように遊技盤
５面に対する遊技領域の面積の比率を約２０％も高めたことは、遊技領域拡大の観点で非
常に有意義である。ここで、前記比率は、少なくとも６０％以上であることが望ましい。
さらに好ましくは６５％以上であり、より好ましくは７０％以上である。また、本実施形
態の場合を越えて７５％以上であれば、一層望ましい。さらには、８０％以上であっても
よい。
【０１３５】
また、パチンコ機１全体の正面側の面積に対する遊技領域の面積の比率は約４０％と、従
来に比べ格段に面積比が大きいものとなっている。なお、パチンコ機１全体の正面側の面
積に対する遊技領域の面積比は、３５パーセント以上であるのが望ましい。もちろん、４
０パーセント以上としてもよいし、４５パーセント以上、又は５０パーセント以上として
もよい。
【０１３６】
但し、本実施の形態においては、上記のように遊技領域を大きくする都合上、遊技領域が
遊技盤５面の周縁に非常に近い位置まで占めている。その結果、内外レール１２，１３の
誘導レール部分の一部が、遊技盤５よりも外にはみ出した格好となっている。なお、誘導
レール部分に限らず、遊技領域の一部、即ち内レール１２よりも内周側領域の一部が遊技
盤５よりも外にはみ出した状態とすることも可能である。例えば、遊技領域は遊技盤５面
の左側にはみ出すだけでなく、右側にはみ出してもいいし、上下の一方又は両方にはみ出
してもよい。かかる構成とすることで、遊技領域が左右方向に広く確保され、かつ、大き
な可変表示装置９が設置された場合でも十分な遊技球落下領域を確保することが可能とな
る。なお、可変表示装置９の両側に位置するスルーチャッカー１０は、該チャッカー１０
を通過した遊技球Ｂが中央の方へ寄せられるような案内機構を有している。これにより、
遊技領域が左右方向に拡張されている場合であっても、遊技球を中央の作動チャッカー８
や可変入賞装置７の方へと案内することができ、ひいては、遊技領域が拡張されることに
より遊技球Ｂが入賞しにくくなることによる興趣の低下が抑制されるようになっている。
さらには、遊技領域が左右方向に拡張されていることによって、風車、スルーチャッカー
１０、複数の釘（遊技球Ｂを中央に誘導するための三角釘等の誘導釘）、他の役物を種々
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配設することができ、可変表示装置７の左右両側の遊技領域での遊技球Ｂの挙動を一層面
白くすることができるようになっている。
【０１３７】
また、上述したように、導出部１８が内レール１２によって形成される円弧形状よりも下
方に突出した状態で配置されている。即ち、アウト口２５が遊技領域から下方に外れた位
置に配置されている。その結果、遊技領域が上下方向にも広く確保され、かつ、大きな可
変表示装置９が設置された場合でも十分な遊技球落下領域を確保することが可能となる。
従って、普通入賞チャッカー６、可変入賞装置７、作動チャッカー８及び可変表示装置９
等を規制されることなく配設でき、しかも、釘、風車等についても規制されることなく配
設することができる構成となっている。
【０１３８】
例えば、本実施の形態においては、可変入賞装置７（遊技機器の１つを構成する）は、ア
ウト口２５の直近上方、すなわち、遊技盤５のほぼ最下部に配設されている。これにより
、可変入賞装置７のアタッカ（開閉板）の上方の領域が広くなる。そのため、可変入賞装
置７と可変表示装置９との間隔を従来に比べ広くすることができる。従って、可変入賞装
置７と可変表示装置９との間に、作動チャッカーが窮屈に配置されざるを得なかった従来
の場合と比べて、作動チャッカー８を余裕をもって配置することができる。また、可変入
賞装置７と可変表示装置９との間隔が広げられる分、別途の遊技機器をも配置することが
可能となる。さらに、アタッカの上方に釘等を多く、かつフレキシブルに植設できること
から、遊技球Ｂの衝撃を緩和させることができ、もって、可変入賞装置７や球受け部材１
７等の損傷を防止でき、遊技球Ｂの整流（例えば大当たり時に可変入賞装置７の方へ遊技
球Ｂを導く等）を容易に行うことができる。また、アウト口２５に導かれる遊技球Ｂがほ
とんど見えないこととも相まって、大当たり時にほとんどの球が可変入賞装置７の方へと
案内されているかのような気分を味わうことができるようになっている。さらに、可変入
賞装置７の取付基板の下部形状を、内レール１２に沿った円弧状に形成することができる
。このため、著しい外観品質の向上を図ることもできるようになっている。
【０１３９】
図８は、ガラス扉枠４の背面図である。同図に示すように、ガラス扉枠４には前記遊技領
域のほとんどを外部から視認することができるよう略円形状の窓部４１が形成されている
。本実施の形態において、前記窓部４１の上端（外レール１３の最上部、遊技領域の上端
）と、ガラス扉枠４の上端との間の距離（いわゆる上部フレーム部分の上下幅）は５０ｍ
ｍとなっており、８５ｍｍ～９５ｍｍ程度上部フレーム幅がある従来技術に比べ、著しく
短くなっている。これにより、遊技領域の上部領域が確保されやすくなるとともに、大型
の可変表示装置９も比較的上方に配置することができるようになっている。なお、上記距
離は、８０ｍｍ以下であることが望ましく、より望ましくは７０ｍｍ以下であり、さらに
望ましくは６０ｍｍ以下である。もちろん、所定の強度が確保できるのであれば、５０ｍ
ｍ以下であっても差し支えない。
【０１４０】
また、窓部４１の左端と、ガラス扉枠４の左端との間の最短距離（いわゆる左側部フレー
ム部分の左右幅：図では右側に表示されている）は、ガラス扉枠４自体の強度及び支持強
度を高めるために比較的大きく設定されている。より詳しくは、図１及び図２を相互に比
較すると明らかなように、ガラス扉枠４が閉じられた状態において、外レール１３の左端
部はもちろん、内側レール１２の左端部も前記左側部フレーム部分によって覆い隠される
。即ち、誘導レールの一部が覆い隠される。このように遊技球Ｂが一時的に視認困難とな
ったとしても、それは、遊技球Ｂが遊技領域に案内される通過点に過ぎず、遊技者が主と
して遊技を楽しむ遊技領域において遊技球Ｂが視認困難となるわけではない。そのため、
実際の遊技に際しては何ら支障が生じない。また、このような支障が生じない一方で、ガ
ラス扉枠４の十分な強度及び支持強度が確保可能となっている。ちなみに、外レール１３
の左端位置と外枠２左端位置との左右方向の距離は２１ｍｍ、遊技領域の右端位置（内レ
ール１２の右端位置）と外枠２右端位置との左右方向の距離は４４ｍｍとなっている。
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【０１４１】
なお、一般に、人の視界は（視線及び頭を移すことのない場合）、鉛直方向には眼の水平
線よりも上方に２５度、下方に３５度程度とされている。また、水平方向には両眼間を中
心に左右４０度ずつ、つまり、８０度以内とされている。そして、遊技者及び遊技盤５間
の距離を例えば５５０ｍｍ程度とすると、遊技領域の適切な大きさとしては、左右幅が７
００ｍｍ以内が望ましく、６５０ｍｍ以内がより望ましく、６００ｍｍ以内がさらに望ま
しい。また、５５０ｍｍ以下でもよい。さらに、上下幅（高さ）が６５０ｍｍ以内が望ま
しく、６００ｍｍ以内がより望ましい。また、５５０ｍｍ以内としてもよい。
【０１４２】
さらに、図８，９に示すように、ガラス扉枠４の裏側には、ガラス支持金枠４２が設けら
れており、該ガラス支持金枠４２に一対の矩形状のガラス４３，４４が前後に所定間隔を
隔てて取着されている。上述のような広大な遊技領域に対応するべく、従来のパチンコ機
と同様のクリアランスをもってガラス支持金枠４２を構成しガラス４３，４４の大きさを
決定するとすれば、ガラス４３，４４は非常に大きなものとなってしまう。ガラス４３，
４４の重みはガラス扉枠４に直接作用するため、広い遊技領域に対応したフレーム強度の
さほど高くないガラス扉枠４においては、重量の大きなガラス４３，４４を用いることは
得策ではない。そこで、本実施の形態では、ガラス４３，４４の面積を最小限に抑えるべ
く、前記ガラス支持金枠４２の左側部フレーム部分に対応する部分が、前記窓部４１近傍
に位置している。これにより、ガラス４３，４４の総重量が多少なりとも抑えられ、ガラ
ス扉枠４のフレーム、特に前記左側部フレーム部分にかかる負担軽減が図られている。
【０１４３】
一方、上記のような構成とすることにより、ガラス扉枠４が閉じられた状態にあっては、
外レール１３及び内レール１２によって構成されている遊技球Ｂの発射路（誘導レール）
の一部は、奥側のガラス４４で覆われない部分が存在する。つまり、ガラス扉枠４が閉じ
られた状態にあってはガラス４４で覆われない部分は隙間となる。そして、該隙間部分が
一切覆われていないと、例えば、発射された遊技球Ｂが戻り球防止部材３４まで至らず戻
ってきた場合に、該遊技球Ｂが前記隙間部分から手前側にこぼれて（飛び出して）しまう
おそれがある。このような事態を防止するべく、本実施の形態では、前記ガラス支持金枠
４２のうち、前記極左部分及びその近傍に対応する部分は、ガラス４４を支持するためで
はなく、ガラス４４の代わりに隙間を覆うために反対側に折り返されている。そして、こ
の折り返し部分によってカバー部（カバー部材）４５が構成されている。従って、遊技球
Ｂが戻ってきたとしても、カバー部４５の存在により、遊技球Ｂが手前側にこぼれてしま
うといった不具合が回避される、つまり、遊技球Ｂの脱落防止機能が、換言すれば、確実
な発射路（誘導レール）の形成機能が果たされるようになっている。従って、誘導レール
は平面的にみれば内外レール１２，１３によって構成されているのであるが、詳細にみれ
ば（立体的にみれば）、誘導レールは、前面枠３に形成された内外レール１２，１３及び
ガラス扉枠４に設けられたガラス４４及びカバー部４５によって構成されているといえる
。
【０１４４】
併せて、図２に示すように、ガラス扉枠４の存在していない前面枠３下部は、例えばＡＢ
Ｓ（アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン）樹脂よりなる下受皿ユニット５１となっ
ている。下受皿ユニット５１の右下部からは、遊技球発射用ハンドル５２が手前側に延設
されている。また、下受皿ユニット５１のほぼ中央部には球受皿としての景品球払出用の
下受皿５３が設けられている。
【０１４５】
これに対し、球受皿としての上受皿５４はガラス扉枠４の下部フレームに一体的に設けら
れている。ここで、上受皿５４は、遊技球Ｂを遊技球発射装置の方へ導く前に一旦遊技球
Ｂを貯留するための受皿をいう。すなわち、従来ではガラス扉枠の下方に前面枠に対し開
閉可能な前飾り枠が設けられ、該前飾り枠に上受皿が設けられていたのであるが、本実施
の形態では、前飾り枠が省略され、前面枠３に対し直接的に上受皿５４が設けられている
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【０１４６】
これは、パチンコ機１自体の大きさが従前通りであるのに対し、遊技領域が上下方向に広
げられていることに起因する。すなわち、従来と同様に前飾り枠を設けたのでは、ガラス
扉枠の下部フレームの上下幅を小さくせざるを得ず、ひいてはガラス扉枠の強度が低下し
てしまう。このような不具合をなくすべく、本実施の形態では、前面枠３に対し上受皿５
４が設けられ、これにより、遊技領域の拡大を図りつつ、ガラス扉枠４の下部フレームの
十分な上下幅を確保することができ、もって、ガラス扉枠４の十分な強度が確保されてい
る。
【０１４７】
また、本実施の形態では、上受皿５４の球受面は、パチンコ機１の下端より２４５ｍｍの
高さに位置している。従って、球受け面が前記下端より３００ｍｍ程度といった高い位置
に配置されていた従来の場合と比べて、遊技領域を拡大しやすくなっている。なお、上受
皿５４の球受面がパチンコ機１下端より２６０ｍｍ以下であるのが望ましく、２５０ｍｍ
以下であるのがより望ましい。さらに、２４０ｍｍ、２３０ｍｍ、２２０ｍｍ、２１０ｍ
ｍ、又は２００ｍｍ以下となる範囲に配置されるように構成してもよい。なお、２００ｍ
ｍ未満とする場合には上受皿５４の下方に下受皿５３を設けることが困難となるため、下
受皿５３を設ける場合には下限値は２００ｍｍとなる。勿論、所謂下受皿を省略して構成
すれば２００ｍｍ以下の設定が可能である。
【０１４８】
さらに、図２，８に示すように、本実施の形態では上受皿５４に遊技球Ｂが払い出される
球払出通路９０が遊技盤５の下方に設けられている。球払出通路９０は、前面枠３に形成
され下受皿５３に連通する樋状の第１通路９１と、ガラス扉枠４に形成されて第１通路９
１から遊技球Ｂを上受皿５４へ導く筒状の第２通路９２とから構成されている。このため
、ガラス扉枠４の開放時には、第１通路９１と第２通路９２との連通状態が解除されて第
１通路９１から下受皿５３へ遊技球Ｂが導かれる。一方、第１通路９１にはガラス扉枠４
の閉鎖時に、第２通路９２が入り込むための開口９３が設けられている。
【０１４９】
このように、遊技盤５の下方に球払出通路９０を設けることで、遊技盤５に球払出通路９
０のための貫通孔や切欠をルータ加工により形成する必要がなくなり、その加工の手間が
なくなるばかりか、遊技盤５面の下部領域を遊技領域のために用いることが可能となって
遊技領域拡大に寄与することが可能となる。また、ガラス扉枠４を開放して第１通路９１
と第２通路９２との連通状態が解除されると、上受皿５４に遊技球Ｂが払い出されること
がないが、遊技球Ｂは第１通路９１から直接下受皿５３へ導かれるので、ガラス扉枠４の
開閉にかかわらず遊技球Ｂの払出が円滑に行われる。従って、ガラス扉枠４に上受皿５４
を一体に設けたことによる払出球の取扱上の難点を簡易な構成によって解消することがで
きる。その結果、遊技領域を容易に拡大することができるようになっている。
【０１５０】
なお、本実施の形態においては、ガラス扉枠４の周囲（例えばコーナー部分）に、各種ラ
ンプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等
の遊技状態の変化に応じて点灯、点滅のように発光態様が変更制御され遊技中の演出効果
を高める役割を果たすようになっている。もちろん、これらランプ等の発光手段を、遊技
盤５に設ける構成（コーナー飾りと称される電飾部材を遊技盤５のコーナー部等に配設す
る）としてもよいし、場合によっては前面枠３に設ける構成としてもよい。さらには、前
後一対のガラス４３，４４間に配設する構成としてもよい。
【０１５１】
また、周知のとおり、前面枠３が外枠２に対し閉じられると自動的にロックがかかるよう
になっており、所定のキー操作が行われることによりロックが解除されるようになってい
る。同様に、ガラス扉枠４が前面枠３に対し閉じられると自動的にロックがかかり、別途
のキー操作が行われることによりロックが解除されるようになっている。このようにロッ
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ク及びロック解除を行うためのロック機構が前面枠３の右下部に設けられている。ロック
機構には、鍵穴を有するキーシリンダ（解除キー）５５、前面枠３及び外枠２間でのロッ
ク及び解除を行うための第１ロック機構、並びに、ガラス扉枠４及び前面枠３間でのロッ
ク及び解除を行うための第２ロック機構が含まれる。本実施の形態では、最も幅狭で、遊
技領域の拡張を阻害する前面枠３の右中央部ではなく、比較的スペース的にもゆとりのあ
る前面枠３の右下部に、キーシリンダ５５をはじめとする上記ロック機構（特にキーシリ
ンダ５５）が配設されている。換言すれば、キーシリンダ５５は、遊技領域の最大幅とな
る位置を避けて配置されている。
【０１５２】
このような構成により、遊技領域の拡張をより容易かつ確実に図ることができる。また、
通常、キーシリンダを配設するための切り欠き又は穴をガラス扉枠４等に設ける必要があ
るのであるが、上記のような構成によれば、比較的強度の高い幅広な部分（右下部）にキ
ーシリンダ用の切り欠き又は穴を設けるため、ガラス扉枠４等の右側部の強度低下を抑制
することができる。
【０１５３】
もちろん、最も幅狭な部分以外であれば、上記以外の部位に設けてもよく、例えば、前面
枠３の右上部に設けるような構成としてもよい。また、上記例では、第１ロック機構及び
第２ロック機構をキーシリンダ５５でともにロック状態を解除可能としたが、それぞれの
解除のためのキーシリンダを別体で設けることとしてもよい。
【０１５４】
以上詳述したように、本実施の形態によれば、誘導レールの一部が遊技盤５表面からはみ
出た状態に形成した。このため、従来のように遊技盤面の面積に左右されることなく、遊
技領域を画定することが可能となって、遊技領域の拡大を図ることができる。その結果、
遊技領域の大きさに関してこれまでの固定観念を覆し、より興味深い遊技を実現すること
ができる。なお、遊技領域自体をも遊技盤５面からはみ出すように構成することも可能で
あり、これにより遊技領域の更なる拡大を実現することができる。
【０１５５】
また、遊技領域を、遊技盤５表面と前面枠３とによって構成することもできるため、遊技
領域の一部が遊技盤５表面から欠落する程度に大きく形成されていても、その欠落部分を
前面枠３によって補うことにより遊技領域を構成できるので、従来のように遊技盤面の大
きさに左右されることなく遊技領域を画定することが可能となって、遊技領域の拡大を図
ることができる。そのため、上記作用効果をより確実なものとすることができる。
【０１５６】
さらに、本実施の形態では前面枠３を合成樹脂によって形成し、前面枠３の窓孔によって
遊技領域の外延を画定し、前面枠３には更に発射された遊技球Ｂを遊技領域の主要領域へ
誘導する誘導レール（内レール１２及び外レール１３）を設けた。このため、誘導レール
部分が遊技盤に直接形成されるものではなく、前面枠３に形成されているので、誘導レー
ル部分が遊技盤５面から逸脱した位置に配置されていても遊技領域を構成できるので、従
来のように遊技盤面の大きさに左右されることなく遊技領域を画定することが可能となっ
て、遊技領域の拡大を図ることができる。その結果、さらに一層上記作用効果が確実に奏
される。
【０１５７】
併せて、本実施の形態では遊技領域を外れた箇所にアウト口２５を設けたことにより、遊
技領域がアウト口の分だけ狭くなるという従来の不都合を解消し、遊技領域を広く使用す
ることが可能となる。特に、本実施の形態では、遊技領域を略円形状に形成し、遊技領域
の最下縁を含む遊技領域（内レール１２下端部の円弧状部）外にアウト口２５を設けたこ
とにより、上記効果がより確実となる。
【０１５８】
さらにまた、本実施の形態では遊技領域を遊技盤５の下端位置まで延長し、遊技盤５の下
方にアウト口２５を設けて遊技領域の下部とアウト口２５とを連通させた。このため、さ
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らに確実に上記効果が奏される。また、アウト口２５は遊技盤５にルータ加工を施すこと
なく形成できるので、パチンコ機１の製造上の利点が大きい。併せて、アウト口を直接遊
技盤にルータ加工を施して貫通孔を形成することで制作するのではなく、遊技領域を画定
する仕切の下部を下方に開口させてその開口をアウト口２５に連通させる構成としている
ので、アウト口２５の設計上の自由度が高まり、遊技領域拡大の際に無理が生じにくくな
る。なお、かかる設計変更例については後述する。
【０１５９】
加えて、前面枠３が遊技盤５の前面側に遊技領域を画定する仕切（内外レール１２，１３
）を有し、該仕切（内レール１２）の下部が下方に開口されており、該開口を下方より覆
う被覆片（即ち、突出部分）によって囲まれた領域をアウト口２５とした。このため、ア
ウト口を直接遊技盤にルータ加工を施して貫通孔を形成することで制作するのではなく、
上記効果が確実に奏され、遊技領域拡大の際に無理が生じにくくなる。
【０１６０】
特に、前記突出部分は内レール１２と一体形成されたものであるため、これらを前面枠３
の制作時に一括して形成することができ、製造上の利点を高めることができる。さらに、
本実施の形態では遊技領域を遊技盤５の下端位置まで延長し、遊技盤５の下方にアウト口
２５が配置されるようにした。このため、遊技領域を遊技盤５の下端位置まで延長するこ
とで遊技領域の拡大を図ると同時に、アウト口２５は遊技盤５面より下方に配置されるこ
ととなることからアウト口２５のためのルータ加工を遊技盤５に施す必要がなくなる。
【０１６１】
また、ガラス扉枠４のうち縦の部分（支持部分）を、パチンコ機１正面からみて内レール
１２に重複する程度に形成した。このため、たとえ遊技領域が拡大されてもガラス扉枠４
の縦の部分を十分な太さに形成することができ、非常に重いガラス４３，４４を支持する
に十分な強度をガラス扉枠４に持たせることができる。また、誘導レール（内レール１２
及び外レール１３）の側方部分は遊技球Ｂを遊技領域へ導くための案内に過ぎないので、
たとえガラス扉枠４と重複していても遊技に支障はない。
【０１６２】
さらに、ガラス扉枠４を合成樹脂により形成したことで、ガラス扉枠４の形状の自由度が
高まり、例えばガラス扉枠４にランプ等の表示手段を設けたり、ガラス扉枠に上皿を一体
に設けたり、前面枠３又は遊技盤５に設けられた表示部（例えば、表示装置やシール等の
表示情報等）を透視するための透視窓を形成するといった斬新な構成を採用することが可
能となる。
【０１６３】
併せて、本実施の形態において、ガラス４４は、発射された遊技球Ｂを遊技領域へ誘導す
る外レール１３の前面側を一部のみ被覆し、被覆されていない箇所は別のカバー部４５に
よって遊技球Ｂの脱落を防止した。このため、ガラス４４が外レール１３の全部を被覆す
るものではないことからガラス４３，４４を小さくすることができてその重量を低減でき
、ガラス扉枠４の強度上の問題、特に遊技領域拡大により縦の部分が細くなることに伴う
強度低下の問題を解消し得る。また、上述したように誘導レールを通過する遊技球Ｂを遊
技者が見ることができなくても遊技には支障がないが、上記のとおり誘導レールの少なく
とも一部にガラスが存在しないことでそこから遊技球が脱落するおそれがある。しかし、
本実施の形態ではカバー部４５がガラス支持金枠４４に設けられているので、誘導レール
からの遊技球Ｂの脱落を防止することができる。
【０１６４】
さらに、カバー部４５はガラス扉枠４側に設けられていることから、ガラス扉枠４の開放
時にはカバー部４５も追従するため、誘導レール手前側がカバー部４５に邪魔されること
なく開放され、誘導レールの清掃等の邪魔にはならない。さらに、ガラス支持金枠４２に
ガラス扉枠４のカバー部材４５を付設することで、別途カバー部材を用意する必要がない
。しかも、ガラス４３，４４の周縁部にカバー部４５を容易に配置できる位置関係となる
ので、誘導レールのカバーに適している。
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【０１６５】
また、遊技領域の幅（左右方向の最大幅）を従来のパチンコ遊技機よりも広い３８０ｍｍ
以上、さらには３９０ｍｍ以上、４００ｍｍ以上、４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上（４
３０ｍｍ以上、４４０ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上、４６０ｍｍ以上、４７０ｍｍ以上でも
よい）とすることにより、遊技領域に配される普通入賞チャッカー６、可変入賞装置７、
作動チャッカー８、可変表示装置９、スルーチャッカー１０、各種釘、風車等の各種誘導
部材や各種役物の設置上の自由度が高められる。また、これとともに比較的大きな役物や
多数の役物の配置も容易に行うことができる。その結果、遊技領域の大きさに関してこれ
までの固定観念を覆し、より興味深い遊技を実現することができる。
【０１６６】
また、遊技領域の高さも従来のパチンコ遊技機よりも広い４００ｍｍ以上、さらには４１
０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上、４３０ｍｍ以上、４４０ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上、４６
０ｍｍ以上（４７０ｍｍ以上、４８０ｍｍ以上、４９０ｍｍ以上でもよい）とすることに
より、上記の作用効果がより一層顕著なものとなる。
【０１６７】
なお、本実施の形態では、遊技領域が略円形状に形成されているため、上記事項を勘案す
ると、遊技領域を直径でみて少なくとも３８０ｍｍ以上の円が含まれる領域とし、更には
該直径を３９０ｍｍ以上、４００ｍｍ以上、４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上（４３０ｍ
ｍ以上、４４０ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上、４６０ｍｍ以上、４７０ｍｍ以上でもよい）
とすることができる。このように、本実施の形態では、幅及び高さの両方、あるいは遊技
領域が含む円の直径について従来の固定観念を覆して広くしていることで、ダイナミック
な遊技形態を提供することが可能となる。
【０１６８】
さらに、本実施の形態では、遊技盤５の表面積に対する遊技領域の面積を６０パーセント
以上、６５パーセント以上、７０パーセント以上、７５パーセント以上（８０パーセント
以上でもよい）とすることができる。このように遊技盤５との対比において遊技領域が６
０パーセント以上という広い占有面積を有することで、例えば遊技盤５として既存のもの
を利用した場合であっても、十分に大きな遊技領域を確保することができる。これにより
著しくダイナミックな遊技形態を提供することが可能となる。ちなみに、従来は上記した
比率はおよそ５０パーセント程度に過ぎず、遊技盤面の有効利用は十分に図られておらず
、遊技領域もその分小さくならざるをえなかった。
【０１６９】
特に、本実施の形態では、誘導レールの一部は遊技盤５面を越えて（はみ出して）形成さ
れており、これにより上記した比率の実現に寄与することとなっている。このため、遊技
領域の拡張を容易かつ確実に行うことができる。なお、遊技領域の一部を遊技盤５面を越
えて（はみ出して）形成すれば、より一層簡単に遊技領域の拡張を実現できる。
【０１７０】
さらに、遊技領域の上端位置と外枠上端位置との高さ方向の距離を８０ｍｍ以下（実際に
は５０ｍｍ）とした。このため、遊技領域を十分に上部にまで広げることができる。これ
により、遊技領域の大きさを従来よりも大きくした場合において、天釘位置を従来の位置
よりも上方に配置することができ、結果としてその下方に設けられる可変表示装置７等の
役物を遊技者に違和感のないように配置することが可能となる。また、遊技領域を拡大し
た場合に上記のように遊技領域の上端位置と外枠上端位置との高さ方向の距離を８０ｍｍ
以下と比較的小さく設定することによって、遊技領域が異常に下方に配置されることを防
止できる。
【０１７１】
同様に、外レール１３の左端位置と外枠左端位置との左右方向の距離を３０ｍｍ以下（実
際には２１ｍｍ）とし、遊技領域の右端位置と外枠右端位置との左右方向の距離を５０ｍ
ｍ以下（実際には４４ｍｍ）とすれば、遊技領域を十分に左右方向に広げることができる
。



(24) JP 4314545 B2 2009.8.19

10

20

30

40

50

【０１７２】
さらに、本実施の形態では、前面枠３は合成樹脂により一体形成されており、該前面枠３
に直接遊技盤５が取り付けられているため、一般に前面枠が木製である従来技術に対し、
前面枠３の形状の自由度が増し、中枠を利用することなく直接前面枠３に遊技盤５を取り
付けることができる。
【０１７３】
併せて、前面枠３に窓孔を形成し、該窓孔によって遊技盤５の露出された領域の全部又は
一部を遊技領域とした。このため、従来のように遊技盤面に誘導レールをプレスして遊技
領域を構成する必要がなくなり、遊技盤５だけを交換するということも容易に実現でき、
枠側の構成（例えば内レール１２、外レール１３等）の再利用が促進される。特に、上述
したように前面枠３を合成樹脂とすることで、形状の自由度の高さによって、上記作用効
果の実現が容易になる利点がある。
【０１７４】
加えて、本実施の形態では、ロック機構、特にキーシリンダ５５を遊技領域の最大幅とな
る位置を避けて配置した。このため、キーシリンダ５５等の存在により遊技領域の拡大が
阻害されることを確実に防止することができる。特に、本実施の形態では、前面枠３のロ
ック解除用のキーシリンダ５５とガラス扉枠４のロック解除用のキーシリンダ５５とが兼
用されているので、両機能を兼ねたキーシリンダ５５を遊技領域の最大幅となる位置を避
けて配置することで、容易に遊技領域の拡大を促進することができる。特に、本実施の形
態では、ガラス扉枠４等の略下角部（右下部）に設けることとした。該右下部は比較的余
裕があるため、ここにキーシリンダ５５を配置することで、キーシリンダ５５を無理なく
配置しつつ遊技領域を拡大することができる。なお、この場合、略右上部には遊技の興趣
を高めたり所定の報知を行うためのランプ等が配置されることが多いこと、及びキーシリ
ンダを上部に配置することは外観上好ましくないこと等を考慮すると、外観品質上も好ま
しいといえる。
【０１７５】
さらにまた、本実施の形態において、可変表示装置９が遊技領域の中間位置に配置され、
遊技領域には可変表示装置９の全周囲に遊技球Ｂが通過し得る領域が残されている。この
ため、遊技領域拡大によって、比較的大きな可変表示装置９を遊技領域の中間位置に配置
した場合においても、その可変表示装置９によって遊技球Ｂの通過領域が阻害されてしま
うことがなく、無理に可変表示装置９の上部から下部へ導く通路を設けたりする必要がな
い。特に、可変表示装置９の左右両側は、遊技球Ｂの移動経路（落下経路）が一義的に規
制されることなく所定の遊びをもって通過可能な幅を有する。このため、遊技領域拡大に
よって、比較的大きな可変表示装置９を遊技領域の中間位置に配置した場合においても、
その可変表示装置９の側方での遊技球Ｂの移動（落下）に関して自由な挙動が発生し、遊
技球Ｂを用いたパチンコ機１の本来の面白みをなくしてしまうおそれがない。
【０１７６】
また、該部分には各種役物（入賞口や通過口や風車や可動部材や表示装置等）を配置する
ことができる。従って、大画面を用いたダイナミックな表示演出を実現しつつ、遊技球Ｂ
を中央方向へ無理なく寄せたり、遊技球Ｂの挙動についても全体として大きな変化を与え
ることができる。興趣の向上を図ることができる。さらに、各種役物や遊技球Ｂを誘導す
る誘導部材（誘導釘や誘導通路等）がそれぞれ配置されているため、上記作用効果がより
確実に図られる。
【０１７７】
特に、前記可変表示装置９は、１０インチ以上の表示画面を有する。ここで、一般には遊
技球Ｂの挙動を十分に確保するには従来の遊技領域の大きさではせいぜい７インチ画面の
可変表示装置が限界であって、それ以上の大きさの可変表示装置を用いた場合には遊技球
Ｂの挙動が非常に限られたものとなっていたため殆ど採用されていなかったが、上記のよ
うに遊技領域を拡大させることによって、余裕をもって遊技球Ｂの挙動に変化を与えるゲ
ージ構成等を実現でき、１０インチ以上の画面であっても十分に対応できる利点がある。
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即ち、本実施の形態によれば、８インチ以上の画面を有する可変表示装置９であれば十分
な余裕をもって遊技球Ｂの挙動に十分な面白味を付与することが可能である。また、さら
に１０インチ以上の画面を有する可変表示装置９であっても十分に大きな空間を確保でき
る。
【０１７８】
尚、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。
【０１７９】
（ａ）上記実施の形態では、内レール１２下部の突出部分及び球受け部材１７の導出部１
８の形状を略Ｕ字状とした。これに対し、図１０に示すように、突出部分の左側下部をテ
ーパ形状とし、導出部６１もこれと同様の形状となっている球受け部材６２を採用しても
よい。このような構成とすることで、発射された直後の遊技球Ｂの発射路が突出部分等に
よって阻害されることがなく、より安定した発射を確保することができる。また、テーパ
形状とすることで、遊技球を右側下部へと案内しやすくなり、アウト口２５に入った遊技
球を円滑に排出させることができる。更に、上記のとおり発射路との関係でアウト口２５
を従来よりも大幅に下方へ配置することができることとなり、遊技領域の拡大に一層寄与
し得る。また、図１１に示すように、突出部分の両側下部をテーパ形状とし、導出部６３
もこれと同様の形状となっている球受け部材６４を採用してもよい。このような構成とす
ることで、上記と同様の作用効果が奏されるとともに、左右対称形状となることから前面
枠３の製作時の型設計が容易になり、ガラス扉枠４の開放時の見栄えもよくなり、外観品
質の向上をも図ることができる。
【０１８０】
（ｂ）また、図１２に示すように、突出部分の底面を段差形状とし、導出部６５もこれと
同様の形状となっている球受け部材６６を採用してもよい。このような構成とすることで
、遊技球を複数列で奥側へと案内しやすくなり、アウト口２５に入った遊技球をより一層
円滑に排出させることができる。さらに、図１３に示すように、突出部分の左右幅を、例
えば可変入賞装置７のアタッカよりも大きく構成し、導出部６７もこれと同様の形状とな
っている球受け部材６８を採用してもよい。このような構成とすることで、可変入賞装置
７（アタッカ）を遊技盤５の最下限位置に配設することが可能（アタッカが開いても、そ
の両側部から遊技球を導出部６７へと導くことが可能）となり、遊技領域のさらなる拡張
を図ることができる。なお、この場合、同図に示すように、導出部６７に案内された遊技
球を整流させて円滑な導出を図るべく、後壁６９を設けてアウト口２５の左右幅を導出部
６７の左右幅よりも小さい構成とすることが望ましい。
【０１８１】
（ｃ）さらに、上記実施の形態では、可変入賞装置７はその取付基板７ａを介して遊技盤
５に取着される構成となっており、同様に普通入賞チャッカー６等についても取付基板を
介して遊技盤５に取着される構成となっていた。これに対し、図１４に示すように、可変
入賞装置７、普通入賞チャッカー６、スルーチャッカー１０等の各種装置を１つの取付基
板７１で連結する構成とし、これを（１）遊技盤５に取着する、又は（２）前面枠３（内
レール１２）に一体的に設ける、といった構成としてもよい。このような構成とすること
で、部品点数の著しい低減を図ることができ、また、外観品質の向上をも図ることができ
る。さらに、上記（２）の場合には、遊技盤５が別のものに変更される場合であっても、
各種可変入賞装置７、普通入賞チャッカー６、スルーチャッカー１０等を共用でき、廃棄
する必要がない。このため、無駄な廃棄を抑制でき、リサイクル性に優れるといった効果
も期待できる。
【０１８２】
（ｄ）上記実施の形態では、可変表示装置９の両側に、遊技球Ｂが中央の方へ寄せられる
ような案内機構を有するスルーチャッカー１０を設けることとした。これに対し、図１５
に示すような遊技装置７２を設けることとしてもよい。この遊技装置７２は、入口７３、
出口７４及びワープルート７５を備えている。そして、入口７３に入った遊技球はワープ
ルート７５を通過して出口７４から導出される。そして、導出された遊技球は、中央部の
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方へと案内される。なお、この場合、（１）同図に示すように、スルーチャッカー１０を
別の部位（例えば作動チャッカー８の両側部）に設けることとしてもよいし、又は（２）
ワープルート７５の途中に検出スイッチ（図示略）を配設し、該ワープルート７５がスル
ーチャッカーを兼用するような構成としてもよい。
【０１８３】
また、図１６に示すような遊技装置７６を設けてもよい。この遊技装置７６は、遊技球が
中央の方へ寄せられるような案内機構を有するスルーチャッカー７７及び普通入賞チャッ
カー７８を備えている。
【０１８４】
さらには、図１７に示すような遊技装置７９を設けてもよい。この遊技装置７９は、奥側
に上下２つの入口８１，８２のある風車役物８３と、上下二段の出口８４，８５と、入口
８１及び出口８４間、入口８２及び出口８５間を連通する連通路とを備えている。そして
、上部の入口８１に入った遊技球は連通路を通って上方の出口８４から導出される。また
、下部の入口８１に入った遊技球は連通路を通って下方の出口８５から導出される。そし
て、導出された遊技球は、中央部の方へとそれぞれ案内される。上記のような構成とする
ことで、遊技球を中央の方へと案内できるとともに、遊技球の挙動を堪能することができ
、さらなる興趣の向上を図ることができる。もちろん、１つの入口に入った遊技球が、分
岐路で分岐されて、２つの出口のうち一方から導出されるような構成を具備する遊技装置
を設けてもよい。
【０１８５】
但し、上記各遊技装置７２，７６，７９の下部は、上部よりも中央側に配設されていない
こと、特に、各遊技装置７２，７６，７９は鉛直方向に縦長に配置されることが望ましい
。これにより、可変表示装置９の両側において各遊技装置７２，７６，７９に案内される
ことなく下方へ落下する遊技球の流れが阻まれてしまうといった事態を回避しやすいもの
となる。この場合、「可変表示装置（中央装置）の側部の遊技盤に遊技装置を設けるとと
もに、（１）該遊技装置の下部は、上部よりも中央側に位置していないこと、（２）該遊
技装置は略鉛直方向に配置されること、さらには、これらにおいて、該遊技装置は、遊技
球を中央へ案内するための案内機構を有していること」が特徴点となる。
【０１８６】
（ｅ）上記実施の形態では、透明板として、ガラス４３，４４を採用したが、所定の透明
性を有していれば、ガラスに代えて樹脂板を採用してもよい。
【０１８７】
（ｆ）本発明は、上記実施の形態とは異なるタイプのパチンコ機にも適用できる。従って
、可変表示装置９等のないパチンコ機や、他の役物を備えたパチンコ機、また、アレパチ
と称されるアレンジパチンコ機、雀球と称されるパチンコ遊技機にも応用できる。
【０１８８】
（ｇ）上記実施の形態では、内レール１２及び外レール１３を前面枠３に一体形成したが
、このうち誘導レール部分だけ或いは内外レール１２，１３を全て遊技盤５面に設けても
よい。ただし、この場合、遊技盤５交換によって内外レール１２，１３等も一緒に交換さ
れることとなる。また、内外レール１２，１３のうち誘導レール部分や内外レール１２，
１３全てを含んで前記前面枠３や遊技盤５とは別に中間板を設けてもよい。但し、この場
合、中間板を別途設ける必要が生じ、部品点数増大は勿論のこと、前面枠、中間板及び遊
技盤間の高度な位置調整が必要になる。
【０１８９】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、遊技領域の大きさに関してこれまでの固定観念を
覆したことによって、従来より拡大された遊技領域を確保することができるので、遊技領
域において一層興味深い遊技を実現することが可能となるという優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】一実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
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【図２】ガラス扉枠を開放した状態における前面枠等を示す正面図である。
【図３】遊技盤を示す正面図である。但し、内レール、外レール等については前面枠側に
設けられているものである。
【図４】前面枠の裏面側から見た状態を示す部分斜視図である。
【図５】球受け部材を示す正面図である。
【図６】内レールのうち、球受け部材の取付けられる部分を主として示す部分正面図であ
る。
【図７】（ａ），（ｂ）は前面枠の外レールに対する摺動プレートの取着態様を説明する
部分断面図である。
【図８】ガラス扉枠の背面図である。
【図９】ガラス扉枠に取着されたガラス支持金枠等を示す拡大平面図である。
【図１０】別の実施の形態における球受け部材等を示す部分正面図である。
【図１１】別の実施の形態における球受け部材等を示す部分正面図である。
【図１２】別の実施の形態における球受け部材等を示す部分正面図である。
【図１３】別の実施の形態における球受け部材等を示す部分正面図である。
【図１４】別の実施の形態における遊技盤等を示す正面図である。
【図１５】別の実施の形態における遊技装置等を示す部分正面図である。
【図１６】別の実施の形態における遊技装置等を示す部分正面図である。
【図１７】別の実施の形態における遊技装置等を示す部分正面図である。
【符号の説明】
１…パチンコ遊技機、２…外枠、３…前面枠、４…ガラス扉枠、５…遊技盤、７…可変入
賞装置、９…可変表示装置、１１…樹脂ベース、１２…内レール、１１３…外レール、１
４…板状部、１５…リブ、１７，６２，６４，６６，６８…球受け部材、２５…アウト口
、２７…摺動プレート、４１…窓部、４２…ガラス支持金枠、４３，４４…ガラス、４５
…カバー部、５３…下受皿、５４…上受皿、５５…キーシリンダ。
【図１】 【図２】
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